
Ｑ１．誰でも利用できるの？ 

答：雀宮地区の次の自治会にお住まいの方ならどなたでもご利用できます。 

  ただし、事前に利用登録が必要です。 

 

 

 

 

Ｑ２．利用登録はどうすればいいの？ 

答：自治会、または運営委員会（雀宮地区市民センター内 ☎654-1013）に「利用登

録申込書」にてお申し込みください。（自治会加入者が利用登録を更新する際は、

自治会での取りまとめをお願いしております。） 

Ｑ３．どこにでも行けるの？ 

答：自宅と雀宮地区内（一部地区外有り）の登録された目的地に行けます。親戚宅な

どには直接行けないので、注意してください。 

Ｑ４. 予約方法は電話だけなの？ 

答：予約はお電話のほか、インターネットを利用した「予約・配車システム」での 

予約も可能になりました。ＵＲＬ・ＱＲコードから、設定・予約が行えます。 

操作方法のチラシが必要な方は、運営委員会までお声掛けください。 

  URL：https://utsunomiya.fjodt.com/consumer/users/sign_in 

Ｑ５．タクシーのように呼べばすぐ来るの？ 

答：乗り合い制なので、予約状況によって数軒のお宅や目的地を順番に回りますので、

お迎えの到着時刻には少し時間がかかることがあります。 

Ｑ６．急用や、時間に合わせて駅に行くときも使えるの？ 

答：複数の人と乗り合いになるので、時間に余裕を持ってご利用ください。 

また、予約の締切りはご利用になる便の 1時間前までとなります。 

Ｑ７．お酒を飲みに行くときも使えるの？ 

答：時間内であれば、何にでも利用することができます。（行き先は目的地のみ） 

Ｑ８．乗車地から目的地に行く途中で、銀行に寄ったり、買い物したりできるの？ 

答：複数の人と乗り合いなので、車両を持たせての途中下車はできません。 

Ｑ９．車いすでの利用は出来るの？ 

答：車いすでご利用の場合は、予約の際にお伝えください。ただし、一人で行動でき

ない方には必ず介助者が同行してください。乗務員は規則上、乗降介助ができま

せん。（介助者も料金がかかります。） 

Ｑ１０．totra
ト ト ラ

（交通系 IC カード）の福祉ポイントとは？ 

答：７０歳以上の方を対象に、ＩＣカード「totra」へ年度に１回、福祉ポイント（10,000 円

相当）を交付することができます。おでかけちゅんちゅん号のほか、路線バスやＬＲ

Ｔにも利用できます。なお、「totra」導入後も、お手持ちの回数乗車券はこれまでど

おり使えます。 

詳しくは、雀宮地区地域内交通運営委員会（☎654-1013)にお問い合わせください。 

令和６年４月～予定 

《導入自治会》 ３２自治会 
針ヶ谷下、針ヶ谷上坪、針ヶ谷中、雀宮幕田、針ヶ谷栃の葉、さつき、高砂西友、日の出通り、 
関原、茂原団地、富士見町、高砂町北、上御田、東谷第一、下原、雀の宮下町、末広一丁目、 
茂原西、下反町町、南町、茂原東、新富町、天狗町、中島町、宮の内、雀の宮上町、よろず町、 
羽牛田町、細工瀬、西田、雀宮生協団地、サニータウン 

 

【予約・配車システム】 


